
告

示

(

第
六
百
五
十
五
号)

○
福
岡
県
組
合
等
土
地
区
画
整
理
資
金
貸
付
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示

(

都
市
計
画
課)

一

福
岡
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号

福
岡
県
組
合
等
土
地
区
画
整
理
資
金
貸
付
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
三
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
組
合
等
土
地
区
画
整
理
資
金
貸
付
金
貸
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
岡
県
組
合
等
土
地
区
画
整
理
資
金
貸
付
金
貸
付
規
程

(

平
成
六
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
四
百
十
五

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

第
一
条
第
三
項｣

を

｢

第
一
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢
第
一
条

第
二
項｣

を

｢

第
一
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

貸
付
対
象)

第
四
条

県
は
、
法
第
一
条
第
四
項
第
一
号
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該

当
す
る
令
第
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
に
お
け
る
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す
る
組
合
等

に
対
し
貸
付
け
を
行
う
。

一

施
行
地
区
が
最
近
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
集
中
地
区
内
又
は
こ
れ
に
隣
接
す
る
区

域
内
に
あ
り
、
か
つ
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
八
条
第
一
項
第
一
号
の

用
途
地
域
の
区
域
内
に
あ
る
こ
と
。

二

施
行
地
区
の
面
積
が
〇
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
施
行
地
区
の
面
積
を
ヘ
ク
タ

ー
ル
で
表
し
た
場
合
の
そ
の
数
値
に
当
該
施
行
地
区
に
係
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
又

は
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
な
容
積
率
を
乗
じ
て
得
た
数
値
が
二
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
街
路
で
幅
員
が
九
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
の
新
設
又
は
変
更

に
関
す
る
事
業
を
含
む
こ
と
。
な
お
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
街
路
に
あ
っ

て
は
、
六
メ
ー
ト
ル
以
上

(

施
行
地
区
の
面
積
が
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
事
業
に
あ
っ
て
は
、
八

メ
ー
ト
ル
以
上)

の
も
の
の
新
設
又
は
変
更
に
関
す
る
事
業
を
含
む
こ
と
。

イ

特
に
防
災
に
資
す
る
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
街
路

(一)

地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法

(

平
成
七
年
法
律
第
百
十
一
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
地
震
防
災
緊
急
事
業
五
箇
年
計
画
に
お
い
て
避
難
路
又
は
消
防
活
動
が
困
難
で
あ
る
区
域

の
解
消
に
資
す
る
道
路
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
街
路

(二)

災
害
対
策
基
本
法

(

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号)

第
二
条
第
十
号
に
規
定
す

る
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
避
難
路
又
は
消
防
活
動
が
困
難
で
あ
る
区
域
の
解
消
に
資
す
る

道
路
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
街
路

ロ

特
に
市
街
地
の
計
画
的
な
整
備
改
善
の
促
進
に
資
す
る
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
街
路

(一)

都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
及
び
同
法
第
十
二
条
の
八
に
規
定
す
る
地
区
整
備
計

画
、
同
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
等
促
進
区
、
密
集
市
街
地
に
お
け
る

防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号)

第
三
十
二
条
第

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
若
し
く
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画
又
は
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
五
十

五
年
法
律
第
三
十
四
号)

第
九
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
沿
道
地
区
整
備
計
画
の
区
域

内
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
街
路

(二)

施
行
地
区
内
及
び
そ
の
周
辺
の
居
住
者
等
に
よ
る
教
育
施
設
、
医
療
施
設
、
交
通
施
設
、

購
買
施
設
そ
の
他
の
公
益
的
施
設
の
有
効
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
街
路

四

当
該
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
後
に
お
け
る
施
行
地
区
内
の
道
路
、
公
園
、
広
場
又
は
緑
地

の
用
に
供
す
る
土
地
の
面
積
の
合
計
が
施
行
地
区
の
面
積
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と

。

２

県
は
、
法
第
一
条
第
四
項
第
一
号
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す

…
…
…
…
…
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る
令
第
十
六
条
第
二
号
に
規
定
す
る
区
域
に
お
け
る
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す
る
組
合
等

(

個

人
施
行
者
を
除
く
。)

に
対
し
貸
付
け
を
行
う
。

一

施
行
地
区
の
面
積
が
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

幅
員
が
十
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
街
路
の
新
設
又
は
変
更
に
関
す
る
事
業
を
含
む
こ
と
。

三

当
該
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
後
に
お
け
る
施
行
地
区
内
の
道
路
、
公
園
、
広
場
又
は
緑
地

の
用
に
供
す
る
土
地
の
面
積
の
合
計
が
施
行
地
区
の
面
積
の
二
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ

と
。

四

新
た
に
造
成
さ
れ
る
住
宅
市
街
地
が
施
行
地
区
の
大
部
分

(

お
お
む
ね
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

)

を
占
め
、
又
は
一
以
上
の
住
区

(

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
百
人
か
ら
三
百
人
を
基
準
と
し
て
約

一
万
人
が
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
区
で
、
住
宅
市
街
地
を
構
成
す
る
単
位
と
な
る
べ
き
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
よ
り
構
成
さ
れ
る
住
宅
市
街
地
が
新
た
に
造
成
さ
れ
る
こ
と
。

３

県
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
法
第
一
条
第
四
項
第
二
号
の
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行

す
る
組
合
等
に
対
し
貸
付
け
を
行
う
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

二

施
行
地
区
の
面
積
が
〇
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
施
行
地
区
の
面
積
を
ヘ
ク
タ

ー
ル
で
表
し
た
場
合
の
そ
の
数
値
に
当
該
施
行
地
区
に
係
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
又

は
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
な
容
積
率
を
乗
じ
て
得
た
数
値
が
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

〇
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
面
積
の
市
街
地
再
開
発
事
業
区
又
は
高
度
利
用
推
進
区
が
設
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

四

街
路
で
幅
員
が
六
メ
ー
ト
ル

(

施
行
地
区
の
面
積
が
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
事
業
に
あ
っ
て
は

、
八
メ
ー
ト
ル)

以
上
の
も
の
の
新
設
又
は
変
更
に
関
す
る
事
業
を
含
む
こ
と
。

五

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

４

県
は
、
法
第
一
条
第
四
項
第
三
号
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す

る
令
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
に
お
け
る
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す
る
組
合
等
に
対

し
貸
付
け
を
行
う
。

一

第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

二

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

三

〇
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
面
積
の
景
観
計
画
区
域
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

５

県
は
、
法
第
一
条
第
四
項
第
三
号
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す

る
令
第
二
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
区
域
に
お
け
る
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行
す
る
組
合
等

(

個

人
施
行
者
を
除
く
。)

に
対
し
貸
付
け
を
行
う
。

一

第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

二

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

三

〇
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
面
積
の
景
観
計
画
区
域
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

六
千
四
百
円｣

を

｢

一
万
百
円｣

に
、

｢

一
万
三
百
円｣

を

｢

一
万
六

千
七
百
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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